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一般利用施設等の安全利用点検の実施について 
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筑後大堰管理所
では、一般の方々に施設を安全に利用していただくため、毎年、
人の移動や活動が活発になるゴールデンウィークを前に筑後大堰
施設周辺の安全点検を実施しており、今年度も下記のとおり関係
機関と合同で実施する予定ですので、お知らせします。 

①日  時 令和８年４月２１日（火） 
１３時３０分～１４時３０分 

②点検箇所 別紙実施計画書参照 

③そ の 他 取材を希望される場合は、当日１３時２５分まで
に、筑後川下流総合管理所 筑後大堰管理所２階にお
越しいただければご案内いたします。 

 

 

お問合わせ先 : 筑後川下流総合管理所  筑後大堰管理所  

所長 松本(まつもと) 

電 話 ：０９４２（２６）４５５１（代表）  

E-mail：jwa_chikugo_karyu@water.go.jp 

発表記者クラブ : 久留米市政記者クラブ、佐賀県政記者クラブ 



 

別 紙 

 

筑後大堰管理所における一般利用施設等の安全利用点検に関する実施計画書 

 

１．実施概要 

  １）目 的：一般利用者の安全確保を行い、適正な堰管理を行う。 

  ２）時 期：年１回（人の移動や活動が活発になると予想される前） 

  ３）実施者：堰管理者及び関係機関 

 

２．点検を重点的に実施する区域 

  【筑後大堰左右岸堤防周辺】 

        堰施設への侵入防止施設（フェンス等）の確認、注意事項等 

    【筑後大堰管理橋】 

        管理橋の安全確認、一般車両及び歩行者の通行上の注意事項等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．点検方法 

     一般利用上の安全確保の有無について、目視または指触で確認する。 

     

４．実施時期 

     令和８年４月２１日（火）１３時３０分から１時間程度（小雨決行） 

     

５．その他 

     当日は、筑後大堰管理所２階に１３時２５分までにお集まり下さい。 

 

 

右岸側侵入防止施設 左岸側侵入防止施設

管理橋

筑後大堰



 

６．参考（昨年度（令和７年度）の実施状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【筑後大堰管理所案内図】 

 

 

左岸側侵入防止施設の確認状況 

 

管理橋の確認状況 


